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議案第５８号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 

 



- 2 - 

 

（午前９時５８分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会いたします。 

理事者から挨拶を受けます。 

森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

昨夜来、全国あちこちで大雨により警報

等々出ていたようですが、きょうは、大阪

府は梅雨の合間といいますか、いいお天気

でございます。中学校ではいよいよ入学式

もきょうは行われております。そんな中、

お忙しい中でありますが、委員各位には、

総務建設常任委員会をお持ちいただきま

して大変ありがとうございます。本日は、

先日の本会議でこの委員会に付託されま

した案件について、ご審査をいただきます

が、何とぞ慎重審査の上、ご可決いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

一旦退席します。 

○野口博委員長 挨拶が終わりました。 

本日の委員会記録署名員は、藤浦委員を

指名いたします。 

審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

暫時休憩いたします。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

議案第３７号所管分の審査を行います。 

本件につきましては、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。 

それでは、何点か質問をさせていただき

ます。 

まず、９ページの歳入、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金とい

うところ、約１億６，５００万円について、

以前の臨時会でも話が上がりましたけれ

ども、改めてどのような使途をお考えなの

か、概要についてお聞かせください。 

続きまして、１３ページ、歳出、公共施

設整備基金積立金、これについて概要を教

えていただければと思います。 

続きまして３点目、１５ページの選挙費

のところではビニールシートスタンド借

上料となっております。これについては新

型コロナウイルス感染症対応でのところ

と認識をしておりますけれども、改めて選

挙管理委員会として、この借り上げ料を含

めて、この対策についてどのようにお考え

なのか、お聞かせください。 

続きまして、４点目、１９ページの消防

費のところで、常備消防費の消耗品費で約

１，４００万円、消防署のほうでは約１，

３００万円というところで、この金額につ

いて内容を教えてください。 

同じく備品購入品費の消防器具費で約

９００万円、この内容についてもお聞かせ

ください。 

最後６番目、災害対策費の防災器具費の

約１８０万円、この内容についてお聞かせ

ください。 

以上です。 

○野口博委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは、財政課に係り

ます２点のご質問にお答えさせていただ

きます。 

まず１点目、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金１億６，５４２万

４，０００円の使途についてでございます

けれども、この新型コロナウイルス感染症
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対応地方創生臨時交付金につきましては、

実施計画の提出が必要となっておりまし

て、現在提出は済んでおります。 

実施計画に記載いたしました内容とし

ましては、本市の補正予算（第１号）で計

上いたしておりました新型コロナウイル

ス感染症対策小規模事業者等激励金事業

や、ひとり親家庭激励給付金事業、補正予

算（第２号）での休業要請支援金給付事業、

補正予算（第３号）での医療従事者応援給

付金給付事業など、また当初予算にて計上

しております人件費でありますけれども、

離職や内定取消し等により、就労機会を失

った方々を本市事務補助員として雇用す

る費用、これを計上し提出いたしておりま

す。充当先としては、これらの内容であり

まして、交付限度額につきましては１億６,

５４２万４，０００円ですけれども、実施

計画として提出している金額につきまし

ては、３億５，３２８万８，０００円とな

っております。 

次に、公共施設整備基金積立金の概要で

ございますけれども、こちらにつきまして

は、吹田操車場跡地まちづくり事業に関す

るものであります。基盤整備は完了してお

りますけれども、基盤整備に伴う家屋補償

や保留地における支障物撤去費、土壌汚染

対策費としての余剰金というのを残して

おりました。今回、対策費等の執行が完了

しまして、余剰金の執行金額、これが確定

したことによりまして、残額につきまして

は、都市再生機構負担金として１億８，８

５８万２，０００円、これを雑入として受

けるものでございます。その全額につきま

して、公共施設整備基金に一旦積み立てる

という内容でございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、松本委員の３番目の質問でござい

ます。 

ビニールシートスタンド借上料につい

て、それに併せて新型コロナウイルス感染

症対策についてご答弁申し上げます。 

ビニールシートスタンド借上料につき

ましては、各投票所におきまして、受付、

用紙交付等の各箇所にビニールシートを

張り、新型コロナウイルス感染症の飛散防

止に努めるものでございます。他の新型コ

ロナウイルス感染症対策としましては、投

票所などにおきまして咳エチケットの徹

底やマスクの着用、消毒液の設置、また換

気を頻繁に行うなどを予定しております。 

また、期日前投票を活用ということも国

からの通知がございまして、今回フォルテ

摂津の３０１会議室において９月１５日、

１６日、この２日間になりますが、ゆうゆ

うホール鳥飼西に加えまして、臨時期日前

投票所を設ける予定でございます。この期

日前投票の活用により、当日選挙に来られ

る有権者の皆様の混雑解消に努めるほか

にも、総務省から過去６回にわたって通知

がございました。その内容に沿って感染症

対策に努めまして、市民の安全・安心の下

に投票を行うため補正予算を組ませてい

ただいております。 

以上でございます。 

○野口博委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 消防署所管分

の消耗品費及び備品購入費についてお答

え申し上げます。 

消耗品費につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の蔓延に伴う急激な消耗品

の使用数の増加により、現在備蓄資材を使

用しているため、備蓄品の増強及び今後の
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新型コロナウイルス感染症の対応用とし

て感染防止衣上下、Ｎ９５マスク、サージ

カルマスク、ゴム手袋等の購入でございま

す。また、備品購入費につきましては、救

急搬送をする市民、付き添う家族及び消防

職員を新型コロナウイルス感染症から守

るため、室内、車内及び資機材除染用のオ

ゾンガス発生装置でございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 松本委員がご

質問の災害対策費の中の備品購入費でご

ざいます。この内容なんですけれども、避

難所運営に係ります３密対策、コロナウイ

ルス感染症の蔓延防止に伴って使います

パーティションでありましたり、換気用の

扇風機、これを用意するための費用でござ

います。具体的には水害時に浸水しない三

つの市内の安全な避難所、千里丘小学校、

千里丘公民館、旧三宅小学校の体育館、こ

の３か所を拠点といたしますので、この３

か所へのパーティションと扇風機の配備

でございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、２回目、おお

むね要望で終わりたいと思います。 

まず１点目の臨時交付金については、約

１億６，５００万円、既に計画として国に

約３億５千万円分を提出されているとい

うところは理解をいたしました。この約３

億５千万円の中で、約１億６，５００万円

が使われるのかなと予想はするところで

すけれども、これ以外でようやく国のほう

でも第２次補正予算というものが通り、ま

た新たな地方創生臨時交付金がこれから

検討されるかとは思いますけれども、それ

についてはこの約３億５千万円の残りを

充てるのか、どのようにお考えなのか、お

聞かせください。 

あと、公共施設整備基金積立金について

は理解をいたしました。この内容について

は駅前等再開発特別委員会の所管になる

かと思いますので、これについては以上で

す。 

そして投票所についての新型コロナウ

イルス感染症対策を徹底していくという

ところで理解をいたしました。期日前投票

もふやすというところでフォルテ摂津を

追加したということについては理解をい

たしました。ぜひこのような状況において

もしっかりと投票率を維持して、あるいは

向上させて、市民のこういう点もしっかり

反映できる体制づくりを努めていただけ

ればと思います。この点についても以上で

す。 

続きまして、消防費の消耗品費のところ

ですけれども、ごみ手袋、Ｎ９５マスク、

そういったところを購入していくと理解

をいたしました。よくニュースでも救急車

の隊員については全てフル装備で行くと

お聞きしておりますけれども、本市につい

てもどのようなのか、どのような救急体制

で今行っているのか、改めてお聞かせくだ

さい。 

そして消防器具費でオゾンガス発生装

置を購入するというところですけれども、

このオゾンガス発生装置についてはどの

ようなメリットといいますか、効果がある

のか、ちょっと分かりませんので、それに

ついて教えてください。 

最後、防災器具費のところで、浸水被害

にならない地域の場所の３密対策を行う

備品を購入するというところで、理解をい

たしました。ただ、これもし洪水じゃなく

地震が起きた際の避難所については、当然
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鳥飼地域のほうも避難所としての体育館

等が運用されるかと思いますけれども、こ

れについてはどうお考えなのか、お聞かせ

ください。 

以上です。 

○野口博委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは、地方創生臨時

交付金、国の第２次補正予算において２兆

円が計上されましたけれども、それの件に

ついて説明をさせていただきます。 

まず、今回の１億６，５４２万４，００

０円ですけれども、こちらにつきましては、

国の第１次補正予算で成立しましたうち

の第１次配分額となっております。今後、

第２次配分額、それから今回２兆円追加さ

れました配分額について、国により交付限

度額の通知があるものと考えております。 

その使い道でありますけれども、本市に

おきましては、先ほど申しました第１号か

ら第３号の分に加えまして、今回の第４号

の分を合計しました新型コロナウイルス

感染症関係予算での本市負担額は約１０

億円となっております。これら１０億円の

中から限度額の分を配分することになる

と考えております。 

○野口博委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 それでは、救急

隊の新型コロナウイルス感染症対応を含

む装備についてお答えいたします。 

救急隊の装備は、一般的な出動は、ゴー

グル、サージカルマスク、感染防止衣の上、

手袋で対応しておりまして、新型コロナウ

イルス及び類似症状については、ゴーグル、

Ｎ９５マスク、感染防止衣上下、手袋を装

備して活動しておりまして、１月２９日か

ら５月３１日までの出動件数は約１，５０

０件でありまして、その約９割、あと消防

隊の応援とかいろいろありますので、約１，

５００件ほどこのような装備をして出動

しております。 

もう一つ、オゾンガス発生装置の効果に

ついてでございますが、新型インフルエン

ザウイルスを初め、天然痘ウイルス、結核

菌、大腸菌、黄色ブドウ球菌、塩素ガス、

アンモニア等、ウイルス、細菌及び化学物

質などの除染が可能な実績のある除染装

置で、令和２年５月１４日には新型コロナ

ウイルスの除染に有効であると奈良県立

医科大学が研究発表しておりまして、また、

エボラウイルス、ＭＥＲＳ、ＳＡＲＳにも

効果があるとされております。 

以上でございます。 

○野口博委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 それでは、２回

目のご質問にお答えいたします。 

避難所の３密対策で、震災の場合はとい

うお問いなんですけれども、本市で最大見

込まれています震災の避難想定数ですけ

れども、上町断層帯地震Ａの１万１，００

０人ということになっております。これを

市内３０か所ございます避難所に収容し

た場合、３密を避けるのに必要と言われて

いる一人当たり４平米、これは確保できる

面積でございます。また、もし感染防止用

の段ボールパーティション、これが必要と

判断しました場合は、市内企業と防災協定、

これを結んでおりますので、発災後、市の

要請に応じまして、速やかに各避難所に段

ボールパーティションを配送いただく。こ

ういう形で対応してまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、まず臨時交付

金の件につきましては、約１０億円分を新

型コロナウイルス感染症対策で市として
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は使用していると。その中でできる限りそ

こで国の交付金でしっかりと賄っていき

たいという認識かと理解をいたしました。

ぜひ、新型コロナウイルス感染症対策、い

ろいろとしっかりとしていただいており

ます。その中で財政的な負担というのも大

きなものかと思っております。しっかりと

国のそういった交付金というのもぜひ活

用していただければと思います。 

これについては以上です。 

消防のほうにつきまして、救急出動につ

きましては約１，５００件、フル装備でし

っかりと行っているというところを理解

をいたしました。結構負担というのは大き

なものかとニュース等でも実際されてお

ります。私のほうも、特にこれからは暑く

なってまいります。そういったフル装備で

の熱中症対策というのもしっかりと気を

使っていただいて、しっかりと任務に遂行

していただければと思います。 

この件は以上です。 

次に、オゾンガスの発生装置というとこ

ろで、ウイルス対策でしっかりと効果があ

るというものを理解いたしました。せっか

くこれを購入されたということで、様々な

ことを踏まえ、ほかにもいろいろ活用でき

るのかなと思っております。ポータブルと

お聞きしておりますので、本来必要であれ

ば、それを貸し出すなり有効に活用すると

いうこともぜひ検討していただければな

と思います。 

最後、防災器具費のところで、地震にお

いては３０か所の避難所、３密対策は、市

内企業等を使っていくというところで認

識をいたしました。その中で優先的に、予

算の関係もあって３か所優先したと理解

をいたしました。この避難所、３密対策等

については、国のほうも力を入れていると

お聞きをしております。そういった際に、

しっかりと市ではできないところも国と

府と市と連携して速やかな対応、そして市

内企業との連携、防災協定をしっかりと引

き続き進めていって対策を推進していた

だければと思います。 

以上で、質問を終わります。 

○野口博委員長 松本委員の質問が終わ

りました。 

弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。私のほ

うからも数点質問しておきたいと思いま

す。 

最初に先ほど松本委員のほうからも質

問がありました新型コロナウイルス感染

症対応の地方創生臨時交付金についてで

ありますけれども、これは要望にしておこ

うかなというふうに思うんですけれども、

この間、国のほうも第１次補正予算、第２

次補正予算と予算をつけていますし、摂津

市のほうも臨時会の中で繰り返し市独自

の対策にも取り組むんだというようなこ

と、今回は第３弾の支援策というようなこ

とも打ってきておられるわけですけれど

も、なかなか国の制度が市民に届くまでに

随分と時間がかかってしまっているなと

いうことが問題として取り上げられてい

る中で、本当に生活が大変なところ、事業

をされている方、今後も事業を継続してい

くのが困難だというようなところに１日

も早くということで、要望されているとこ

ろが届いてこないということの声なんか

も寄せられているところでありますけれ

ども、国の施策、こういうのが出てくるか

らという、それ待ちにならない市の対応と

いうようなこと、これまでもやってこられ

ているなと思っているんですけれども、引

き続き市民の実態をしっかりとつかんで
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いただいて、必要な施策について取り組ん

でいっていただきたいということで、今度

の新たな２兆円の補正予算の分、その辺り

のところについても有効な手段を講じて

いただきたいというようなことでお願い

しておきたいと思います。 

次に、歳出で選挙管理委員会に関わって

のところです。 

先ほど、新型コロナウイルス感染症対策

に関わってこの追加の補正で上げておら

れるというようなことでご説明がありま

した。今の状態で、新型コロナウイルスの

感染予防というようなことでやられてい

る状態と、先月のような緊急事態宣言が発

せられているような状態と、どういう場合

を想定してということについて、状況によ

ってやらないかん、そういう対策というの

が違ってくるのか。実際、茨木市や大東市

ではこの間、緊急事態宣言の中でも選挙を

されてきた自治体があるかと思うんです

けれども、そういったところの状況を想定

して、今回の予算なのかどうなのかという

ことを聞いておきたいと思います。 

それと最後、もう１点、消防に関わって

なんですけれども、救急の際の消耗品費の

中で、感染防止衣やマスクやというような

ことで、先ほどの答弁の中であったかと思

うんですけれども、３月の予算審査のとき

に感染症が疑われるケースで救急で駆け

つける際に、そういう防護衣、そういうの

はどれぐらい備蓄としてありますかとい

うことでお聞きしたときに、たしか５００

着程度というようなことでお答えがあっ

たかなと思うんですが、先ほど出動が約１，

５００件あってというようなことでおっ

しゃられたと思うんです。装備は、出動の

対応の状況によっては変わっているとい

うようなことはお伝えいただいているか

なと思うんですが、実際フルセットの防護

衣というのはどれぐらい使って、今後どれ

だけまた追加で配備しないといけないの

かということで、その点についてできれば

お聞かせいただけたらと思います。 

○野口博委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、弘委員からの選挙に関わります新

型コロナウイルス感染症対策の状況によ

っての判断という部分での内容について

ご答弁申し上げます。 

委員からのご質問のとおり、緊急事態宣

言が出されたこと、またその前からも国か

らは選挙に関しては通知が来ているとこ

ろでございます。４月１２日には茨木市で

市長選、市議補選の選挙がございまして、

これがまさに緊急事態宣言の最中での選

挙でございました。そのときの対策の内容

も本市としては参考にさせていただきま

して、予算計上しているところでございま

す。茨木市においては使い捨てのえんぴつ

とか、あとは記載台の間隔を空けるなどの

対策がとられておりましたが、その後も

日々、感染症対策の常識が変化していると

認識しております。先ほどご答弁させてい

ただきましたビニールシートも４月の段

階では一般的ではなかったと思います。そ

の後、フェイスシールドとかも出てきてい

るところでございます。９月２０日が選挙

期日ということで、まだ３か月余り時間は

ございますけれども、その都度の最適な対

策というのは、選挙管理委員会事務局とし

ても考えていきたいと思っております。今

回の予算につきましては、緊急事態宣言の

最中での通知、それを加味しての予算計上

となっております。 

以上でございます。 
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○野口博委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 感染防止衣等

のご説明ですけれども、３月の本委員会で

ご説明させていただきました数量につき

ましては、５００件分ということでお伝え

しておりまして、３名分掛ける５００件で

ございますので１，５００着ということに

なってございます。現在、入荷が困難であ

るとか、使用数の増加によってその備蓄を

使っている状況でございまして、なかなか

算定の数量というのは出動の種類とかい

ろんなものによってちょっと算定は難し

いところがありますけれども、今回につき

ましては、その増強分を１，０００件分と

いうことで３，０００着、それプラス１０

か月分の出動を１，０００件と想定いたし

まして、合わせて６，０００着というふう

な算定で予算計上をさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

それでは、２回目の質問なんですけれど

も、選挙管理委員会のほうで、やはり直近

の茨木市でやられた分を参考にしてとい

うことなんですけれども、その後もいろい

ろと対策で、日々ああいうことが有効じゃ

ないかみたいなこと、こういうことができ

るんじゃないかというようなことが出て

くる。そういったものをしっかりとまた取

り入れていってもらえたらというふうに

は改めて思います。なかなか空気清浄機み

たいなのが有効なのか、先ほど消防のほう

ではオゾンガス発生装置みたいな、そうい

う専門的なものまではなかなか各投票所

に配備するみたいなことには多分ならな

いんだと思うんですけれども、市民の皆さ

んが萎縮して選挙に行けないというよう

なことはやっぱり避けていかないといけ

ないということの中では、より安心して投

票に行ける環境づくりということを努力

してもらいたいと思います。 

それも踏まえて、先ほど来、フォルテ摂

津の３階、新たな期日前投票所に設定する

ということでありますけれども、千里丘駅

の近くということでいいましたら、場所的

には通勤の方も便利に使えるのかなとは

思うわけなんですけれども、一方で鳥飼と、

千里丘と、市役所から見たら端と端のほう

にというふうなことで、今回設定されてい

るとは思うんですけれども、期日は２日と

いうことでありますし、近年の期日前投票

が随分と市民の方も利用がふえてきてい

る中で、市役所とフォルテ摂津、市役所と

ゆうゆうホール鳥飼西、そういうような体

制でいいのかどうかということからすれ

ば、さらに１か所ふやすみたいな、そうい

ったことができないのか。仮にするとした

らどんな課題があるのか、お答えいただき

たいと思います。 

それと消防のほう、おっしゃられた感染

防止衣の購入で、なかなか品薄になってと

いうことをおっしゃられましたけれども、

大阪府は医療現場で雨がっぱを寄附して

もらうみたいなことを申されたみたいな、

そんなことも随分と報道になっていたり

しましたけれども、やっぱり救急できちっ

とやっぱり職員の安全等、患者の命と健康

を守っていくという点からもやっぱり切

らせてはならないというふうな、そういう

ところからしたらしっかりと入手してい

ってもらう、やっぱり配備しておくという

ことが大事だと思います。予算は計上され

たけれども、なかなか聞くところによると、

例えば体温計とか、そういったものは、今

購入が随分と難しくなっているというこ
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とだったり、マスクのほうはようやく大分

市場に出てきましたけれども、一時は本当

になかなか手に入りにくいということも

ありましたし、こういう専門的に必要なも

のということの配備ということで、ぜひ今

後とも取組をきちんとやっていただきた

いと要望としておきたいと思います。 

○野口博委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、再度のご質問でございます。 

臨時の期日前投票所につきまして、フォ

ルテ摂津３０１である理由、それと同時に

３か所開設に関してのご質問にお答えさ

せていただきます。 

まずフォルテ摂津３０１に決めた理由

としましては、委員のご質問のとおり位置

的なものがまずございます。市役所、安威

川以南ではゆうゆうホール鳥飼西に設置

しておりますが、安威川以北での設置がご

ざいませんでした。また有権者数の推移と

して、千里丘新町の人口が増加しており、

その部分でもやはり安威川以北には設置

すべきと判断いたしました。 

続きまして、同時に３か所期日前投票所

を設置できないかというご質問でござい

ますけれども、臨時の期日前投票所に使用

している投票システムを火・水、フォルテ

摂津３０１で使用し、中１日空けまして、

金・土、またゆうゆうホール鳥飼西という

ことで使用する予定でございます。現状の

選挙管理委員会事務局の人員、資源等を考

慮すると、なかなか同時に３か所というと

ころは難しい状況でございます。しかしな

がら今回新たに臨時期日前投票所を設け

ての有権者の投票動向の結果を見ながら、

またそのことについても研究してまいり

たいと思っております。 

以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 現状の人員や支援では、なか

なか同時に三つ会場を設けるのが難しい

というふうなことでのお話でありました

けれども、実際問題、やっぱり期日前投票

というのが年々選挙のたびにと言ってい

いぐらい利用者がふえていきますよね。そ

れに今回、また新型コロナウイルス感染症

の関係で投票所が密になるようなところ

は、市民の皆さんもむしろ先に行っておこ

うかなみたいなことになってくるかと思

うんですよ。そのときに行ったらやっぱり

密だったみたいなことになりかねないな

というふうな気がしていて、そういった点

からしましたら、ぜひやってもらいたいこ

との一つということですので、今後検討を

またしていただけたらと、９月までまだ期

間がありますのでよろしくお願いしてお

きたいと思います。 

以上です。 

○野口博委員長 弘委員の質問は終わり

ました。 

藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。質

問がたくさん出ましたので、要望も踏まえ

てになりますが、質問をさせていただきた

いと思います。 

最初の新型コロナウイルス感染症地方

創生臨時交付金のお話ですが、先ほど来の

話ですと、今回の実施計画では約３億５，

０００万円を出しているということで、実

際これまでの第４次補正予算まで全部入

れると１０億円ぐらいの負担になってい

るということでございました。今回、財政

調整基金から５億円ほどを取り崩してい

るということですので、今の発言を聞いて

いると、もう少しこの第１次補正予算の分
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でもあるんだろうと思うんですけれども、

第２次補正予算の分が２兆円なので、そう

したら３億円、ないし４億円あると思うん

ですけれども、それを足しても１０億円に

はならないわけで、考え方としてそういう

組み替えをすることもあり得るのか。それ

とも第２次補正予算の中では新しい生活

様式への対応など事情に応じてさらに使

ってくださいということになっています

から、この感染症が長引く中でさらにいろ

んなことが出てくると思うんですけれど

も、その辺の考え方、ちょっと幅が広くな

りますが、今後の支援策、市としての考え

方とこの臨時交付金のことと併せて一度

お答えいただきたいと思います。 

それから事務執行適正化第三者委員会

委員報酬ですけれども、これ後で条例のと

ころで審査があると思うんですけれども、

平成３０年度に誤った税の還付処理を行

ったことが令和元年１０月に大阪府から

の指摘で誤りが発覚したということで、新

聞にも報道されました。現在は、新聞によ

ると返還訴訟をするということも載って

いましたけれども、今回不適切な事務処理

等を解明して、そして原因を究明するため

の調査、審議、並びにその原因となった内

部統制及びコンプライアンスに関する課

題を調査、審議するために専門家を含めて

４人程度の第三者委員会を設置すると、そ

の費用ということですけれども、今回１３

２万円計上されていますけれども、大体ど

れぐらいの回数の会議を開いてもらおう

ということになっているのかということ

について、まず質問したいと思います。 

それから水道事業会計繰出金、これは繰

出し部分だけでは総務建設常任委員会の

所管ということでございまして、水道減免

については、随分反対をされている方がお

られたという中で、最終的には今回、実施

をされるということになりました。そのこ

とについては、大変高く評価をしたいと思

います。その金額については、一般会計か

ら補填をされるということでございます

が、１件１件にしたら、余り大きくない、

少ない減免額になりますけれども、しかし、

しっかりとこれは我々も含めてＰＲをし

て、市民に訴えていきたいと思いますし、

また今後もこういう市民に寄り添った一

人も残さない支援策の実施をお願いした

いということで、これは評価と要望という

ことにしておきたいと思います。 

次に選挙費についてですが、先ほど来、

期日前投票の投票場所を今回、千里丘のフ

ォルテ摂津でやるということでございま

す。これはやっぱりせっかくやるんですか

ら、アナウンス、つまり広報が非常に大事

だと思うんですね。多くの人に利用してい

ただいて、これはこれでしっかり成果を上

げて定着をさせていただきたい。その上で、

さらに場所もふやすことも検討していた

だきたいということで、まずこれしっかり

とアナウンスをして、人が多くなり過ぎて、

これが密になるとまた問題になりますけ

れども、その対策もしっかりやっていただ

いて。何でかというと、やっぱり買い物に

来て、そのついでに投票ができるという、

非常に理想的なスタイルだと思うんです

ね。吹田市もイズミヤの中のスペースで

前々回から投票を始めていますけれども、

そういうついでにやってもらおうという

非常に合理的な考え方で私はいいなと思

っていますので、あとはやっぱり広報、Ｐ

Ｒだと思いますからしっかりとお願いし

たいと思います。これも要望です。 

それから常備消防費の先ほどのオゾン

ガス発生装置のお話でございます。それぞ
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れ派出所等、本庁にも置かれるということ

で、性能がポータブルなものから、本庁に

置かれるのは少し規模の大きなものだと

お聞きをしていますけれども、ちょっとこ

の辺、もう少し詳しく、その性能の部分を

教えていただきたいと思います。 

それから最後に、災害対策費についてで

ありますけれども、今回非常にしっかり準

備をするようにということで、コロナ禍に

おける大規模災害等の対策を考えてくだ

さいというようなことが出ています。今回

パーティション、そういうのを高くするた

めの費用なんかを一部取りましたという

ことですけれども、いろいろ先日の読売新

聞には、一面を使って、こういう避難所の

こういう計画にする必要があるみたいな

ことで、絵まで載せてありましたけれども、

これからまだまだ検討していかなあかん

ことがたくさんあると思うんですね。例え

ば大阪府からこれ６月に避難所運営マニ

ュアル指針というのが出されいます。それ

にもいろいろ細かく書いてありますけれ

ども、こういうものにもしっかり対応して

いかないといけないということもありま

すし、また国からも内閣府統括官というと

ころが発信の今はコロナ禍でなかなかボ

ランティアが地方から、他方から来てもら

うことは難しい。だから前もって市内のい

ろんなボランティア団体としっかり連携

を取って、いざというときの備えをしなけ

ればいけませんよということが発信をさ

れています。いよいよ梅雨に入って、昨日

も市長言われていましたが警報が出ると

か、一昨年の西日本豪雨は、ちょうど梅雨

の最後のときでしたけれども、そういうと

きにあって、洪水を警戒してそういう対応

もしていると。地震対策も当然大事ですけ

れども、洪水に対する備えもしっかり考え

ておかなあかん。これは大事なことだと思

うので、まだまだ細かいところをしっかり

と検討して、市民に安心・安全をしっかり

とやっていかないといけないということ

を思うんです。これは一般質問でしますか

らね、これは予告だけにしておきます。 

以上です。 

○野口博委員長 森川課長。 

○森川総務部財政課長 それでは、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金に関するご質問にお答えさせていた

だきます。 

今後の部分の組み替えの話でございま

すけれども、これまで補正予算第１号から

第３号に計上しました市単独事業分につ

きましても、まず一般財源として財政調整

基金の取り崩しにて、その時点では予算計

上しておりました。今回、地方創生臨時交

付金として歳入で１億６，５４２万４，０

００円、これの配分があったわけですけれ

ども、この内容につきまして、財源振替と

して補正予算書の１６ページにございま

すように、まず一つは、款３の民生費、項

２児童福祉費、目４ひとり親家庭福祉費の

ほうにまず財源振替を行っております。も

う一つは、同じく１６ページの款６商工費、

項１商工費、目２商工振興費のほうで財源

振替というのを行っております。今後入っ

てくる部分につきましても、今回一旦は、

財政調整基金の取り崩しとしております

けれども、今後は、特定財源としての振り

替えを行うことを予定しております。 

○野口博委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、今後の対応とい

うことで、新型コロナウイルス感染症対策

はどうするんだというご質問がございま

した。私のほうから答弁をさせていただき

たいと思います。 
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ちょっと振り返ってみますと、補正予算

は今回で第４号になります。従前でしたら

今の定例会のときには、補正予算第１号と

いうことなんですが、過去、先月も臨時会

を開いていただきました。そういう部分で

は、今回非常にたくさんの補正をさせてい

ただいています。 

ちょっと振り返ってみますと、補正予算

第１号のときに、市の単独事業として、ひ

とり親家庭に対する激励給付金、それから

小規模事業者等への激励金、これは収入の

減少等に鑑みまして、大阪府２分の１、市

が２分の１、こういうことで補正をさせて

いただきました。それから補正予算（第３

号）のときには、医療従事者の応援給付金、

これは市独自でやらせていただいていま

した。それから今回、補正予算（第４号）

といたしましては、感染症対策の検体採取

補助金、それから中小企業の資金融資の保

証金の補助、それからスクラッチカード発

行事業、それからセッピィ子育て応援商品

券の発行事業、それから水道料金減免とい

うことで、補正予算第４号の趣旨といたし

ましては、それぞれ感染症の収束に向かっ

てそれぞれ消費喚起、この辺を重点を当て

た市の単独事業と考えております。一貫し

て、我々は大阪府、それから国、それぞれ

の対策事業がされているんですが、それの

隙間に対して、どう支援ができるのか、こ

ういう視点で取り組んでまいりました。今、

南半球のほうでは冬の季節に入り、非常に

感染が要は拡大しております。 

それから東京都においても一定収束し

かけたところですが、また新規感染者もふ

えてまいりました。そういう部分では、第

２波、第３波、どういう時期にやってくる

か分かりませんが、専門家によりますと、

冬季になれば、第２波、第３波、こういう

ことも心配されています。そういう部分で

は、今回で新型コロナウイルス感染症対策

が最後ということではございません。先ほ

ど財政課長が言いましたように、お金のや

りくりとしては、やはりそういう臨時創生

交付金を頂ければ、それに財政調整基金に

戻したいというのが本音ではございます

けれども、やはり市民の生活を見ながら、

第２波、第３波に対しまして、市がどう支

援できるのか。これはやはり一定今回で最

後ということではないということはご理

解をお願いしたいと思います。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、第三者委員会

の報酬の件でご質問ございましたので、答

弁をさせていただきます。 

この第三者委員会の委員の報酬なんで

すけれども、この委員会の性質上、会議の

開催ですとか、調査の期間ですとか、こう

いったことで一定の独立性を確保しない

といけないということで、なかなか予算計

上が難しいわけなんですが、今回は、委員

おっしゃられましたように４人分の委員

の方が３時間程度調査、ないしは会議の出

席を行っていただく回数として１０回程

度ということで予算計上をさせていただ

いております。今後、委員会の活動を開始

した後、必要に応じて補正計上が必要な場

合には、改めて提出をさせていただくこと

で考えております。 

以上です。 

○野口博委員長 小田原参事。 

○小田原警防第２課参事 オゾンの性能

についてご説明申し上げます。 

今回の要求には、３種類ございまして、

まず本署の１台ですが、高濃度のオゾンガ

スを大風量により、広範囲の空間をオゾン

ガスで除染できることが可能でして、また
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遠隔操作が可能で、運転時にいろんな設定

がコントロールできるというものでござ

います。出張所におきます３台でございま

すけれども、ハンディタイプでかつ高濃度

のオゾンガス発生装置でございまして、自

動運転と自動停止ができまして、救急車内

であったり、少し小さな部屋であったり、

そのようなところに対して除染すること

が可能でございます。 

それと最後に、救急車の４台でございま

すけれども、このオゾンガス発生装置につ

きましては、救急車内に常時置くものでご

ざいまして、濃度も０．１ｐｐｍという設

定条件がございまして、この設定条件であ

れば稼働しながら、稼働時にも人体への影

響がございませんので、活動しながら使用

できるというものでございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 まず副市長のほうから

今後の支援策等についてもお話をいただ

きまして、これからもやっぱりしっかり市

民に実情をよく把握していただいて、寄り

添うように取り組んでいただきたいとい

うことを、これはお願いしておきたいと思

います。 

それから３番目の事務執行に対する第

三者委員会の報酬の件ですけれども、３時

間掛ける１０回、おおむねということでし

たけれども、なかなか１０回を超えるかも

分からないしということで、予算を立てる

のは難しいんだということでございまし

た。この一番肝心なのは、この案件を通じ

てどこに問題があったのかという認識を

持っているか。そして今後、これを元にど

ういう組織を目指していくことになるか、

ここが一番大事だと思うんですけれども、

これは第三者委員会の意見を聞いた上で

の方向性になるんだろうと思いますが、今

の時点でこれまでもいろいろ不祥事とい

うのはあったわけですけれども、その都度

いろんな形で、そういうことをしてきてお

られますけれども、さらにこの組織をどう

いう方向に持っていこうと思われている

のか、答えられるようであればお答えいた

だきたいと思います。 

それから消防のほうのオゾンガス発生

装置の件ですけれども、いざやっぱり新型

コロナウイルス感染症患者が発生した場

合は、やっぱり空間であり、いろいろなと

ころを除菌するということでは、非常に重

要であると思います。これは消防に限らず、

いろんな施設、市内の施設であっても、も

し感染者がそこで出たということになり

ますと、その部屋なり、使用したものを除

菌せなあかんということになりますから、

先ほど松本委員からもありましたけれど

も、こういう必要性があるときには貸出し

ができるようなこと、一度検討をいただき

たい。また、消防だけではなくて、他の部

署でも必要があるならば、そういう購入も

検討いただきたいということを要望して

おきたいと思います。 

○野口博委員長 大橋市長公室長。 

○大橋市長公室長 そうしましたら私の

ほうからお答えをさせていただきます。 

なかなか現時点で、組織の方向性という

か、在り方の部分についてお答えすること

は難しいんですけれども、条例案件のとこ

ろでもご議論いただくことになると思う

んですけれども、コンプライアンスであっ

たり、ガバナンスであったり、そういった

ところの部分についてもしっかり第三者

委員会のほうで検証いただきたいと思っ

ています。ガバナンスといいますのは、単

に法令遵守という意味だけではなくて、最
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近では倫理観であったり、道徳感、社会規

範といったところを含めてコンプライア

ンスと言われている部分がございます。例

えば倫理観でありますと、守るべき秩序、

行動規範といったことがありますし、道徳

感でいいますと、善悪をわきまえた正しい

行動の在り方ということになってまいり

ます。そういったところをしっかり今回の

不適切であった事務執行の在り方の要因

であったり、背景にあったそういうところ

があったのか、なかったのか、どういう部

分が今後、正しく是正しなければならない

のかというところで、しっかり検証してい

ただいた中で、組織の在り方について見直

してよりよい方向に持っていきたいと考

えているところでございます。 

以上です。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 先ほどの問題は、どの条

例でもあるとおっしゃいましたけれども、

この税の誤還付の話と、その後に出てきた

親睦会費の話とはちょっと性質が違うと

思うんです。片方は故意ではなかった、も

う片方は故意であったということで、分け

て考えないといけないと私は思っていま

す。やっぱり人間というのは、ミスをしま

すからね、誰だって。大事なのはミスをい

かにどこの時点で見抜くかということが

まず一つは大事だと思うんですね。ずっと

決裁印を押していかれるんやから、そのど

この段階で見抜くという、そういう警戒心

の一つを持っておくということが一つは

大事だと。 

それから起こった後の処理の仕方、これ

がまた特に私は大事だと思います。市民に

しっかりと透明性を説明できるような、そ

ういう体質を作っていくというのは非常

に大事だと思います。そういうことも踏ま

えて、今後しっかり検討していただいて、

これを機に本当に市役所の気風が良くな

ったと、是正されたと言われるようなこの

取り組みにしていただきたいなというこ

とをお願いをして質問を終わります。 

○野口博委員長 藤浦委員の質問が終わ

りました。 

南野副委員長。 

○南野直司委員 ちょっと１点だけお聞

きしたいと思います。１５ページの選挙対

応ということで、先ほど来議論がありまし

た。今年の市長選挙、あるいは市議会議員

の補欠選挙に向けていろいろ対応を取っ

ていかれると思います。特別給付金が全国

民に１０万円ずつ給付されるということ

の中で、それの申請方法として郵送、そし

てもう一つはオンラインを通して、インタ

ーネットあるいはスマートフォンからマ

イナポータルを介して申請をしていただ

いたわけであります。選挙のときにおきま

しても、やはり３密を大きく回避できるの

は、このような２４時間、３６５日いつで

もどこでも自宅から、職場から投票ができ

るといったオンライン投票というものが

大事になってくると私自身は認識をして

いるわけであります。総務省、あるいは大

阪府等々の通達ですかね、まだまだこの先、

近い将来はそのようにオンライン投票が

できるようになってくると思うんですけ

れども、そういう情報といいますか、そう

いうのをもし聞いておられたら教えてい

ただきたいなと思います。 

１点だけお願いします。 

○野口博委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、南野委員のオンラインによる投票

についてご答弁申し上げます。 
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公職選挙法上、インターネット投票とい

うのは、まだまだ認められていない状況で

ございます。現状としましては、郵便投票

によりご自宅で投票できる方法がござい

ますが、要介護５であったり、重度の障害

のある方と対象者は限られているところ

でございます。しかしながら、国のほうも

研究を進めているという情報を得ており

ます。在外選挙について、国の選挙に限ら

れますが、インターネット投票システムの

モデルを検討した上で、実現に向けて技術

面、運用面の課題と対応方策を検討中とい

うことになっております。その上で、国内

で認めることにつきましては、システム規

模や安定稼働対策、コストなどの課題のほ

か、投票立会人不在の中での投票を広く認

めるということも議論としては克服しな

ければならないということですので、今後

も情報収集に努めてまいります。 

 以上です。 

○野口博委員長 南野副委員長。 

○南野直司委員 分かりました。まだまだ

先になると思いますが、しかし、今回マイ

ナンバーカードを多くの方が申請されて

いるわけです。そのような、国の動向を見

ながら、摂津市もしっかりと先進自治体に

乗り遅れることなく注視しながら対応し

ていっていただきたいと思います。 

以上です。 

○野口博委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時   休憩） 

（午前１１時２分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

続いて、議案第５６号の審査を行います。 

質問のある方。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

先ほど来、この関係についても少し議論

がありました。それを省いて確認をさせて

いただきたいと思います。 

まず、この第三者委員会設置に当たり、

過去このような第三者委員会を立ち上げ

た事例があるのかというのを教えていた

だきたいというところと、この４人のメン

バーといいますか、実際委員会の構成メン

バーはどのようにお考えなのか、今の考え

ている範囲で結構ですので教えてくださ

い。 

以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、ただいまのご

質問に答弁をさせていただきます。 

第三者委員会のような委員会の開催は

過去あるかということでございますが、今

回初めて開催するというような形になろ

うかと思います。委員４名の想定というこ

とでございますけれども、一つはやっぱり

弁護士の方、この専門的な知見を生かして、

解決に導いていただきたいと思っており

ますし、事務の適正化の観点ということで

いいますと、税理士や会計士の方というの

も想定をされます。あるいは学識経験、行

政の職員としての経験など、こういう経験

を有する方ということで合計４名という

ことで現在のところは想定をしていると

ころでございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 初めの第三者委員会と

いうところを理解いたしました。それを踏

まえるとやはり委員会の構成メンバーの

方には、そういった他市等で、このような

委員会というのを経験されている方とい



- 16 - 

 

うところが重要になってくるのかなと思

います。本市としても、ぜひこの第三者委

員会の立ち上げや設置、そして今後対応す

るに当たって他市の事例というのもしっ

かりと研究をしていただければなと思い

ます。それで、この二つのアウトプットに

ついては、先ほど藤浦委員のほうで話をさ

れたということで、コンプライアンス等し

っかり解明をしていくというところにつ

いては理解をいたしました。 

なお、この取り組みについて、スケジュ

ールについてどのようにお考えなのか、成

果というのは、いつまでというのはある程

度お考えなのか、教えてください。 

以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、ご質問にお答

えいたします。 

スケジュールの関係でございますけれ

ども、できる限り早期に委員の人選を進め

させていただきまして、活動を開始したい

と思っております。遅くとも年内に中間報

告を出せるような形で進めればという想

定はございますけれども、先ほどの補正予

算の審査のときに答弁をさせていただき

ましたように、調査の期間ですとか、会議

の日程ということがある程度の独立性を

確保するということを念頭に進めなけれ

ばならないと思っておりまして、具体的な

最終の答申の時期を想定するというのは

少し難しいのかなというふうには考えて

いるところでございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 こちらは要望とさせて

いただきます。 

成果については、当然委員会のメンバー

等でしっかりと検討して進めていくとい

うところで理解をいたしました。しかしな

がら、この問題というのは、早期に、それ

ぞれ対応はしていただいていると思うん

ですけれども、やはりできる限り早期にし

っかりと対応するということは大事にな

ってくるかと思います。その点、少しでも

早くしっかりと第三者委員会を立ち上げ、

メンバーを決め、手続等、そしてアウトプ

ットを出していただけることを要望とい

たします。 

以上です。 

○野口博委員長 松本委員の質問は終わ

りました。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時７分 休憩） 

（午前１１時９分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

議案第５７号の審査を行います。 

本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、２点質問いた

します。 

まず１点目につきましては、衛生一般廃

棄物作業従事手当の支給対象の職員とい

うところで、具体的に本市においてはどの

ような職員が当てはまるのかというとこ

ろと、あと、こちらについて令和２年３月

１日から適用するというところで、実際に

この事例というのがあるのかどうか、この

２点をお聞かせください。 

 以上です。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、私のほうから

質問にお答えさせていただきます。 
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今回、衛生一般廃棄物作業従事手当の支

給対象となる方のうち、新型コロナウイル

ス感染症の患者、またはその疑いのある者

の救護に従事した者に関する特例を設け

る内容になっておりまして対象といたし

ましては、救急業務に当たります消防職員

ということで想定をいたしております。適

用を３月１日からということで、国に準じ

てさかのぼって適用するというような構

造になっておりまして、実際に本市におい

ても、これまでの間、１５件ほどその疑い

のある方の搬送も含めまして、消防のほう

で対応しているという状況にございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 本市においては、救急隊

員と、実際に事例としては１５件あったと

いうところで理解をいたしました。これは

先ほどの救急隊員の装備ですか、マスク等

をしっかりとしていくというところで、こ

の事例等も踏まえて必要性というのは理

解をいたしました。 

以上です。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら私のほうか

らも１点だけお聞きしておきたいんです

けれども、今回新たな手当の特例を受けら

れる、先ほどのご答弁を聞いていても危険

手当みたいなそういう意味合いなのかな

と思うわけですが、国としてこういったの

が必要だということでやられているのか、

全国、消防に限らず危険手当みたいなこと

で言いましたら、その他の対象はどうなの

かというようなことも気になるんですけ

れども、本市としては救急だけに限られる

のか、また他の自治体とかではどうなのか

みたいなことで、もし分かればお聞きして

おきたいと思います。 

○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、ただいまの質

問に答弁をさせていただきます。 

委員がおっしゃられましたように、国の

ほうで新型コロナウイルス、クルーズ船以

降、患者の方、また疑いの方に対応されて

いる様々な職員がおられるという中で、感

染リスク、厳しい環境ですね、こういった

ことに対して平常時には想定されないと

いうことで、この手当の特例を国のほうに

おいても認めていると。病院でありますと

か、それから軽症者の宿泊施設、この対応

に当たる職員ですとか、こういった方々が

対象になっているわけなんですけれども、

その施設への移動の動線上といいますか、

車内についても対象となるという見解が

国のほうから４月下旬に示されまして、こ

れを受けて各市で消防の職員に対する特

殊勤務手当の特例を定めようという動き

が始まっているという、そういうことでご

ざいます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 実際に新型コロナウイルス

感染症にかかられた患者の方、そういう

方々に実際に触れる仕事ということで言

いますと、摂津市役所としては救急のみと

いうことになるわけですが、一方で病院と

かは、民間の病院がされているわけで、そ

ういった民間の方に対するそういう投資

ということがどうなのか、市民病院みたい

な公的な病院をお持ちの自治体はそこの

ところでも出されているのかなというこ

となんですけれども、市内医療機関の実態

と併せて、もしそういうものがやられてい

るのかどうか、確認で聞いておきたいと思

います。 
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○野口博委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 そうしましたら私のほ

うから答弁させていただきます。 

民間の病院における手当の関係、労働者

に渡る賃金の関係で、情報を現時点で把握

しているわけではないですが、この手当の

特例を定める議案を提出するのに当たり

まして、各市の状況というのは一定調査を

行っておりまして、やはり市民病院をお持

ちの自治体なんかは市民病院の看護師の

方、医師の方、こういう方への特例の適用

ということは当然検討されておられる状

況でございましたので、公的な分野におけ

る病院等の対応というのは、一定どの自治

体も取られる状況ではないかというふう

に考えております。 

以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

医療の関係、救急の関係で本当にやっぱ

りこの間ご苦労もされてこられたと思い

ますし、リスクのある中で感染予防をしっ

かりと取り組まれてきていると思ってお

ります。 

一方で、やっぱり医療も公的な役割をな

かなかそういう機関がない中で民間の医

療機関ということ、本当にご苦労もされて

いると思っておるんですけれども、摂津市

としては、支援策の第２弾のところで、医

療や介護、福祉の働いている方、現場の方

への応援の激励金ということもしました

けれども、本当にわずかな支援ということ

でありました。今本当に医療もそうだし、

介護も福祉もいろんなところで、リスクと

ともにすごくストレスを抱えて仕事をさ

れているというようなことからしたら、摂

津市でも、実際に新型コロナウイルス感染

症患者に関わってはいないけれども本当

にストレスを抱えながら日々お仕事され

ている。例えば保育の現場とか、なかなか

休業できるところはお休みよと言っても

そうではなくて、３密の中でお子さんを保

育しているみたいなことも聞いたりもし

ましたし、そういった点では、いろんなそ

ういったところに対する手当なんかがあ

ってもいいのかなということを感じたり

もこの間してました。そういった点では、

今回は国のほうで特にそこら辺りの措置

というのは出てはいませんけれども、また

そういう声もあるというようなこと、もし

機会があればまた上げていただけたらな

というふうに要望として終わっておきた

いと思います。 

以上です。 

○野口博委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

暫時休憩します。 

（午前１１時１８分 休憩） 

（午前１１時１９分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

議案第６７号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

明原消防長。 

○明原消防長 議案第６７号、摂津市消防

団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例制定の件につきまして、補足説明を

いたします。 

議案参考資料は、５８ページから６３ペ

ージでございます。 

今回の改正は、最近における社会経済情

勢を鑑み、消防団員等の処遇の改善を図る

ものでございまして、非常勤消防団員等に

係る損害補償の基準を定める政令の改正

を受け、本条例の一部を改正いたすもので
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ございます。 

同政令の改正につきましては、昨年、一

般職の職員の給与に関する法律に規定さ

れる俸給月額が改定されましたことを受

け、損害補償の額の算定の基礎となる補償

基礎額について改正がなされ、また民法の

改正により法定利率が改定されたことに

伴い、障害補償年金等の支給停止等に係る

利率について改正がなされたものでござ

います。 

それでは、改正条文等に沿いまして、ご

説明を申し上げます。 

初めに、題名の次に目次として、第１章、

第２章、第３章及び附則を付記するもので

ございます。 

本文についてご説明いたします。 

第５条は補償基礎額についての規定で

ございますが、同条第２項第１号では、字

句の整備を行い、同項第２項では消防作業

従事者等に係る損害補償基礎額の最低額、

現行８，８００円を８，９００円に改める

ものでございます。 

同条第３項では、同条第２項第１号での

改正字句を引用し、事故発生日と改めるも

のでございます。 

附則第３条の４は、障害補償年金前払一

時金、附則第４条は、遺族補償年金前払一

時金についての規定でありますが、これら

の前払一時金が支給された場合における

年金等の支給停止期間の算定に用いる利

率について、旧民法の規定を準用し、１０

０分の５としていたものを改正民法の規

定に準じ、事故発生日における法定利率に

改めるものでございます。 

別表は消防団員に係る補償基礎額表で

ありますが、表中の補償基礎額について政

令の基準どおり引上げを行うものでござ

います。 

 附則といたしまして、第１項でこの条例

は公布の日から施行するものとし、新条例

の規定は、令和２年４月１日から適用する

ものといたしております。 

第２項は経過措置、第３項は内払いにつ

いて規定をいたすものでございます。 

以上、議案第６７号、摂津市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正する条例

制定の件につきましての補足説明とさせ

ていただきます。 

○野口博委員長 説明が終わりました。 

質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時２２分 休憩） 

（午前１１時２３分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

議案第５８号の審査を行います。 

本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

概要というところで、まず第１５条第１

項第２号中の「寡夫」を「ひとり親」にと

いうところと、「１２５万円」を「『１３５

万円』に改め」というところ、この２点を

ちょっと、なぜこのようになったのか概要

をお聞かせいただければと思います。 

もう１点が、今回の新型コロナウイルス

感染症対策に関わる税の控除等がござい

ます。この新型コロナウイルス感染症対策

についての内容について、概要をお聞かせ

ください。 

以上です。 
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○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、ただいまの

松本委員のご質問にお答えいたします。 

まず第１５条関係のところでのご質問

でございました。個人の市民税の非課税の

範囲で改正があった部分の内容でござい

ますが、まずこの令和２年度の税制改正で

ひとり親と言われる方につきまして、今ま

で婚姻歴の有無による不公平というとこ

ろがございました。そしてひとり親でも男

性の場合の寡夫、女性の場合の寡婦という

のがございますが、男性の場合のひとり親、

寡夫の方の場合は、控除を受ける場合に所

得の制限というのが一定かかっておりま

した。女性のひとり親の場合、かかってい

ない部分もございましたので、その間、男

性、女性という場合のひとり親間の不公平

を解消するということを念頭に置きまし

て、どちらの場合もひとり親の場合は、ひ

とり親という文言を使うということにな

りまして、男性のひとり親の寡夫という文

言は使用しない形になりました。女性の寡

婦というのは、子どもを扶養していない場

合でも寡婦という税制上の区分がござい

ますので、その名前の分は残りましたが、

そちらのほうのひとり親というのは、一応

生計を一にする子を扶養している場合と

いう規定をしております。今まで非課税の

世帯の区分を１２５万円としておりまし

たところ、１３５万円にという改定がござ

いましたのは、令和３年度からの改正がご

ざいますけれども、今までの給与所得と公

的年金の所得がある方につきましての所

得控除の制度の見直しを図って、一部１０

万円ですけれどもこれをそちらの控除か

ら基礎控除のほうで１０万円を取るとい

う振り替えを行う対応をするということ

で、その分、給与所得、公的年金等の控除

が一旦減る形になるので、所得自体が同じ

収入でもふえる形になってしまうという

ところがございます。しかしながら基礎控

除において１０万円ふえますので、最終税

額を判定するときには、同じ収入で影響が

出ないようにと考えているところで、所得

の金額のところを１０万円を足した１３

５万円にという形に改定するということ

になりました。 

あと、新型コロナウイルス感染症に係る

税額影響、控除の考え方ですけれども、二

つございます。附則の第５４条のところで、

これ法改正に伴いまして、イベントが新型

コロナウイルス感染症等の影響で中止に

なった場合の主催者に対する払戻し請求

権を放棄した場合、個人の市民税の所得へ

の納税義務者に対して寄附金税額控除を

適用するという規定を整備いたしました。 

もう一つは、附則第５５条でございます

が、こちらは新型コロナウイルス感染症等

に係る住宅借入金等特別控除の特例とい

う形になっております。もともと住宅借入

金特別控除につきましては、令和２年１２

月３１日までの住宅取得、入居に関しまし

ては、税額控除期間を１３年間としていた

ものでございますが、新型コロナウイルス

の影響で、住宅への入居等が遅れた場合に

つきまして、適用条件を一定の期日までに

契約が行われていることということを条

件にいたしまして入居が１年後、令和３年

１２月３１日までの入居期限としたもの

につきまして控除の適用期限を令和１５

年度から令和１６年度とする形に改定を

するという形のものを設けたということ

でございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 寡夫をひとり親にとい
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うところにつきましては、時代の流れに沿

ったものというところで理解をいたしま

した。 

またその１２５万円から１３５万円に

上がる、あるいは１０万円加算した金額と

いうところで、これについては一般的なサ

ラリーマン、給与所得控除がマイナス１０

万円となるものの、基礎控除がプラス１０

万円ということで認識をいたしました。サ

ラリーマンについては大きな変化はない

というところです。この税控除によってど

のような方々がメリット、あるいはデメリ

ットを被るかというのは、どう認識されて

いるのかというところを教えていただけ

ればと思います。 

あと新型コロナウイルスにつきまして

は、第５４条のところの中で、市長が指定

するものの中止、もしくは延期、または規

模の縮小により生じた当該指定行事と書

いてありますけれども、実際本市において

そういったものがあるのかどうかという

ところを教えていただければと思います。 

そしてまた、住宅借入金について、令和

１５年度から令和１６年度にすると、延期

をしたというところで理解いたしました。 

その２点お願いします。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、松本委員の

２回目のご質問にお答えします。 

実際に、この給与所得控除、公的年金等

の控除が基礎控除に振替された場合の影

響ということでございますが、この見直し

につきましては、もともと働き方の多様化

を踏まえまして、フリーランスであるとか、

給与所得や公的年金の収入の方などの部

分においては、特別な所得控除というのが

設けられていないという状況でございま

したので、その部分について見直しを図る

ことによって働き方改革を後押しする

様々な形で働く人を応援するという観点

からこの改正が行われたというところで

ございます。 

影響といたしまして、実際に給与所得控

除が減った場合についての影響がござい

ますのが、高額の収入がある方については、

一部影響が出ると。基礎控除のほうのプラ

ス１０万円ではちょっと足りない形の控

除になりますので、その方々につきまして

は、課税の状況に一部影響があるのかなと

思っております。平成３１年度の当初課税

の状況で考えますと、給与所得者で、今度

影響を受けるのが８５０万円以上の収入

がある方が影響を受けられるのかなと考

えておりますので、そういう所得層につき

ましては、給与所得者自体が全体の納税義

務者の約８割なんですが、その約８割のう

ちの８５０万円以上の所得層というのが

約９％程度、３，０００人弱かなというふ

うに見ております。その方々が課税の状況

においては、少し影響を受けられるのかな

と考えております。 

あともう１点でございますが、イベント

中止の部分についての行事、市長が指定す

るという行事につきまして、基本的にはこ

の指定行事自体が文部科学大臣の指定す

る行事ということでございます。そのうち、

市長のほうが指定する行事ということで

ございますが、国のほうからもこういった

文化スポーツに関するイベントが中止と

なったことによって、それを主催する、そ

ういう文化とかスポーツのところを後押

ししたい、応援するというような趣旨でこ

の寄附金の税額控除の制度が出されたと

いうことに鑑みて、各市町村のほうでもな

るべくそういうことを制限というよりは

広く捉えてもらいたいということが言わ
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れておりますので、どこに限ってというこ

とについては、まだちょっと決まってはお

りませんけれども、そういう趣旨に鑑みた

形の指定ということになろうかというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○野口博委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 理解をいたしました。 

働き方改革を後押しするという観点と

いうところ、そして、約９％の方がそうい

ったところで影響を受けるというところ

と理解をいたしました。この税制改正は必

要なものかなと理解をいたします。  

また、新型コロナウイルス感染症に関わ

る寄附金、税額控除の特例というところも

国の文化を守る中での一環ということで

理解をいたします。この場合も市としても

積極的に、それらの状況が生じた場合、指

定等しっかりと文化を守る取り組みにつ

いてやっていただければと思います。 

以上です。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしたら続いて質問して

いきたいと思います。 

先ほど来、松本委員の質問、答弁の中で、

個人所得税の見直しというようなことで

一定今回の改正によって税額がふえる方

もいらっしゃるということがありました。

８００万円以上の収入がある方、所得が比

較的に高い方というようなことで言われ

ておりますけれども、摂津市でもおよそ３，

０００人程度というふうになるんだなと

いうことで、こういう増税ですね。国の税

制改正による今回見直しというようなこ

とで、摂津市としてどうこうというのはな

かなか難しいのかもしれないけれども、そ

ういう影響が出てくるということでした。 

所得の低い人は影響が全くないのかと

いえば、決してそうじゃないように思うん

です。というのも先ほど課長が説明されて

いた中で、１０万円の給与所得控除、公的

年金控除の減らした分を基礎控除に振り

替えるということの中で所得自体が上が

る、１０万円上がるというふうな、そうい

う捉まえになったときに、様々医療、年金、

子育て支援等含めて、所得制限等が設けら

れているところで、そこが影響を受けるん

じゃないのかということが、国の税制改正

の議論の中でもあったというふうに聞い

ております。そこら辺りは基準の見直しも

やっていきますよということ、その一つが

非課税措置の見直しのところでの調整な

んかもそうなんだろうと思うんですけれ

ども、今、摂津市の独自施策なんかも含め

て、そういう所得の基準の見直しというこ

との動きというのはやられているのかど

うか、その点について一つ聞いておきたい

のが１点です。 

それともう一つ、議案の６ページのとこ

ろで、法人市民税に係る経過措置というの

があるんですが、ここは連結納税制度の見

直しということになるのかなと思うんで

すが、これについて簡単に概略をお答えい

ただけばと思います。 

以上です。 

○野口博委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、弘委員のご

質問にお答えいたします。 

今回の令和３年度からの個人市民税の

ほうの見直しというところで、一旦所得額

のほうのところで、控除のほうが見直しを

される分で所得制限があるものに対して

のいろんな制度の基準の見直しがあるか

ということのお問いでございましたが、も

ちろん社会保障制度で関わってくるもの

については、この制度を見直しするという
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改正案が出たときに、いろいろ議論はされ

ておられたということでお聞きしており

まして、それぞれの制度の中でその基準の

部分をどうするかということは、議論され

て所要の改正を行うというふうにお聞き

しておりますので、ご心配いただいている

所得の分が上がったことによって収入が

変わらないのにいろいろな負担がふえる

というようなことがないようにというふ

うには考えられていると思っております。 

市独自の施策の部分については、ちょっ

と私のほうでは今のところ把握しており

ませんので申し訳ございませんが、そうい

うふうに国と同じような形でしないとい

けないとは思っております。 

もう１点、法人課税の関係で、連結納税

制度の見直しの部分でございますが、現状、

法人課税の、国の課税の部分におきまして、

連結納税制度というのを適用しておられ

ますが、この制度の適用実施とか、グルー

プ経営の実態を踏まえて、企業の事務負担

の軽減とか簡素化という観点から国のほ

うで見直しを行うと。ただ、損益通算等の

基本的なグループ内での枠組みは維持し

て、各法人が個別に申告納税を行うという

グループ通算制度に移行するということ

になるということでございます。ただ、現

状、連結納税制度を選択している法人がそ

のままということであれば、この通算制度

でいきますけれども、また単体での申告納

付という形を取られるかどうかというの

は、これの適用が令和４年４月１日以降の

事業開始年度からということですので、準

備期間がございますので、その間で法人の

ほうに準備をいただくというようなこと

であるというふうに改正のほうはしてい

くということでございます。 

以上でございます。 

○野口博委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

先ほどお答えいただいた所得税の見直

しの影響で社会保障のほうにいろいろ連

動してくる部分があるんだろうなという

ことで、国のほうも介護保険だったりとか、

健康保険であったりとか、いろいろと全体

に関わる事業については、見直しの動きに

はなっていると思うんですけれども、まだ

今の時点で、きちっとそれが制度に反映し

ているかといったらそうではありません

ので、そこら辺りはしっかりとまた他部署

のほうも含めて見ていってもらえたらな

と思っております。 

それと、市独自で取り組んでいるいろん

なところについては、ここのところを本当

にやっていかないと、ともすれば収入がふ

えていないのに、所得がふえたということ

で、これまで受けられていた分が受けられ

なくなる、そういうことにもなりかねない

ので、ここら辺り、副市長のほう、福祉の

分野のほうにもぜひ目配りをしていって

いただくということでお願いしておきた

いと思います。 

それと連結納税制度の部分は、新たにグ

ループ通算税制ということで変わってい

くということなんですけれども、これまで

私どもいわゆる大企業に対する優遇税制

があるんじゃないかなということで見直

しを求めてきておりまして、この見直しと

聞いたときに、何かしら改善されるのかな

ということを思いましたら、優遇制度は残

されていくということの中では、問題があ

るなという視点で今回の税制改正として

は見ておりますので、市として具体的に市

内企業の状況からしてどうなんだという

ことはなかなか分かりにくいとは思うん

ですけれども、またこういう意見もありま
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したというようなことで受け止めてもら

えたらと思います。 

○野口博委員長 ほかに質問ありますか。 

南野副委員長。 

○南野直司委員 ちょっとご要望だけさ

せていただきたいと思います。 

今回、税制改正の中で、今回の新型コロ

ナウイルス感染症の影響で住宅建設の遅

延によって住宅への入居が遅れた場合で

も、例えば令和２年１２月３１日の期限内

に入居したのと同様の住宅借入金等特別

控除が受けられるよう適用要件を弾力化

し、令和１６年までとするという措置を取

られるということでありますけれども、こ

れは市税のほうですけれども、ちょっと課

長もいらっしゃるので、固定資産税のほう

ですね、部長もいらっしゃいますので、ち

ょっとご提案というか、お願いだけしてお

きたいと思いますけれども、この新型コロ

ナウイルスの影響もそうなんですけれど

も、建設資材が入ってくるのが遅れたりし

て、住宅の建設が遅れている話をよく聞く

んですね。そんな場合に、固定資産税の賦

課期日であります、例えば持ち家を建て替

えたときに、１月１日で住宅が完成してい

ないと、その土地の評価が住宅用地として

みなされなくなって、どんと固定資産税が

住宅用地と比べてかなり高くなるわけで

すけれども、そういう場合に特例措置とし

て取られている市があります。例えば、持

ち家のオーナーといいますか、持ち家の方

が新たに住宅を壊して新築をする場合は、

１月１日に建設中で完成していなくても、

その年中に完成すれば住宅用地として評

価しますよという特例を、これは新型コロ

ナウイルスにも関係なく取っておられる

市がございますので、摂津市も、私も市民

の方からそういうお声を聞いております

ので、ぜひ可能であればいろいろハードル

はあると思うんですけれども、それとか特

例を取るのに条件も必要かと思いますけ

れども、１回ご検討いただきますようよろ

しくお願いします。 

 以上で終わります。要望です。 

○野口博委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時４７分 休憩） 

（午前１１時５０分 再開） 

○野口博委員長 それでは、再開いたしま

す。 

討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 討論なしと認め、採決い

たします。 

議案第３７号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

議案第５６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

議案第５７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

議案第５８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

議案第６７号について、可決することに
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賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○野口博委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午前１１時５２分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議をさせていただきます。 

本委員会の行政視察については、５月に

実施予定で進めておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため、４月１

５日付で延期に係る通知をお送りさせて

いただきました。その後、６月１日に各委

員長で委員会の行政視察について協議さ

せていただきました。緊急事態宣言は全国

的に解除されましたけれども、引き続き３

密を避けるなど感染症への防止対策を講

じる必要がある状況下において、委員会の

行政視察を行うことは困難ということが

確認されました。これを受けまして、令和

２年度につきましては、本委員会の行政視

察を中止させていただきたいと思います

ので、お諮りしたいと思います。皆さん、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野口博委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時５３分 閉会） 
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